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自 然 が 奏 で る 子 守 唄 の 里
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自然が奏でる子守唄の里
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保・小・中・高 合同大運動会
五木村自動車急発進防止
装置取付費補助金事業

特集むらのできごと



保・小・中・高
　合同大運動会

　9 月１3 日に保・小・中・高 合同大運動会
が五木中学校グラウンドで行われました。リ
レーや玉入れなど、白熱した戦いに会場は大
いに盛り上がりました。

　　　Photoレポート
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むらのできごと
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れ
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て
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⑴
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台
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さ
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で
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該
年
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満
65
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と
な
る
方
。

⑵
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台
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ク
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時
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踏
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　8月26日に五木村耕作放棄地対策協議会で、ひ
まわりの種まきを行いました。
　本協議会は、耕作放棄地の再生利用等を目的に
活動をしております。
　今後もこのような活動を実施し、村内の耕作放
棄地解消を目指していきます。
ひまわりの開花は11月～12月頃になります。

　8月25日に林業の活性化を目的とした林業事業者
の組織「五木村林業活性化協議会」は、資材運搬が可
能な林業用ドローンの実演会を開催しました。
　今回の実演会では、獣害防止用のポール８本（約８
kg）をドローンに吊り下げて飛行し、約300ｍ離れた
地点に荷物を降ろすデモンストレーションが行なわ
れ、資材運搬の早さに驚かされました。
この林業用ドローンは約15kgまでの資材を運ぶこと
ができ、林業従事者の高齢化や労働力不足の対策とし
て期待されます。

ポールを吊り下げ飛行する林業用ドローン

初めての献血にチャレンジ！ 表彰状を受け取る山尾さんご夫婦

　９月１０日に熊日金婚夫婦巡回表彰の表彰式が役
場応接室で行われました。今回は２組のご夫婦が表
彰され、熊日日新聞社事業局長 本田様から、代表の
山尾さんご夫婦に表彰状が贈られました。

　９月２日に保健福祉総合センターにおいて献血
が実施され、村内外より３１名の方のご協力をいた
だきました。
　現在、新型コロナウイルス感染の拡大下でも、毎
日約３，０００人の患者さんが輸血を必要としてい
ます。
　村民の皆様の献血が多くの方々の命の支えにつ
ながることから、今後も引き続き献血についてのご
理解とご協力をよろしくお願い致します。

献血のご協力
ありがとうございました

耕作放棄地の解消に向けて
景観作物（ひまわり）植栽林業用ドローン飛行実演会

第62回　金婚夫婦表彰

取り付けに要する費用
50,000円

例）取り付け費用：￥50,000円の場合

− ＝ 自己負担
5,000円

補助金
45,000円

総務課  TEL：37－2211
（IP：2211）

お問い合わせ先

・山尾　正嗣
　　　ヨシエ

・竹村　　智
　　　　信子

表彰者名 （敬称略）
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保健だより10月号村からのお知らせ Itsuki VillageNews

げんぞう会や脳いきいき教室のお問い合わせ先：保健福祉課 TEL：37－2214、IP：2214

場　所 頭　地 三　浦 宮　園 小　鶴

期　日
13日（火）  6日（火）  8日（木）  1日（木）

27日（火） 20日（火） 22日（木） 15日（木）

時　間 受付：午前9：30～　　開始：午前10：00

場　所 瀬　目 下梶原 平沢津 平　瀬

期　日
13日（火）  6日（火）  8日（木）  1日（木）

27日（火） 20日（火） 22日（木） 15日（木）

時　間 受付：午後1：15～　　開始：午後1：45

期　日 7日（水）、14日（水）、21日（水）、28日（水）
場　所 保健センター 宮園交流館

時　間
受付（午前）　9：30～ 受付（午後）　1：00～

開始（午前）10：00　 開始（午後）　1：30　

　テレビや講演会で活躍中の理学
療法士の川畑先生をお迎えして開催
しています。｢忘れっぽい、名前が出て
こない｣など物忘れが気になる皆さ
んにおすすめの教室です。参加費は
無料ですので是非、ご参加ください。

乳幼児健診のお知らせ
期　日 受付時間（午後） 場所 対象者

10月2日㈮
11月6日㈮ 1：30～2：00 保健センター 3・6・10ケ月、1歳2ケ月、

1歳6ケ月、3・4・5歳児

※対象者が少ないときは健診を中止する場合があります。

介護予防教室
げんぞう会の日程表

脳いきいき教室の日程表 ～楽しく頭の体操しませんか～

～楽しく体を動かしてみませんか～

★参加対象：65歳以上の方（要介護認定の方を除く）

げんぞう会では、身体ほぐし
の運動やレクレーション、保
健師による血圧測定や健康
相談も随時行っています。お
気軽にご参加ください。

参加者募集中!
見学からでも
大歓迎です♪

熊本県人吉保健所　精神保健相談 五木村　こころの健康相談
専門の医師が相談を受けます。 臨床心理士が相談を受けます。

相談日：１０月　８日㈭
　　　 １０月２3日㈮
完全予約制です。事前に保健所まで連絡してく
ださい。

相談内容 ： 物忘れ、人間関係の悩みや病の対応等
相 談 日 ： １１月１８日（水）
◎相談内容の秘密は固く守られます。
◎希望があれば、ご自宅に伺うこともできます。

【お問い合わせ先】 人吉保健所保健予防課
　　　　　　　　（TEL：２２－５２８９）

【お問い合わせ先】 保健福祉課
　　　（TEL：３７－２２１４、IＰ：２２１４）

人吉保健所

こころの健康相談（相談無料）

Itsuki VillageNews

01 敬老の日「五木村の最高齢者・米寿・喜寿」のお知らせ
　令和２年９月２１日（月）敬老の日において、五木村では以下の方々が米寿・喜寿の表彰を受け
られました。皆様のご長寿を心よりお祝い申し上げます。

　いまだに、医療機関に従事する者の子どもに対して、一緒に行動しないなどの差別が生じてい
ます。医療従事者は、感染リスクを抱えながら、皆さんの健康と命を守るため一生懸命に医療行為
に従事されており、これらの方々やその家族に対する差別、偏見、誹謗中傷は決して許されるもの
ではありません。
　感染症は誰にでも起こりうるものです。不確かな情報や誤った認識に惑わされず、国、県、市町
村が発する正しい情報に基づき、思いやりのある行動をお願いします。また、噂話、デマ情報など
不確かな情報をSNSなどで決して拡散されないようお願いします。

◆最高齢者

◆米寿８８歳　（対象者：昭和７年４月２日～昭和８年４月１日生まれ）

◆喜寿７７歳　（対象者：昭和１８年４月２日～昭和１９年４月１日生まれ）

（順不同）

氏　　名 地　区 氏　　名 地　区
中 村 　 次 榮  さ ん 宮目木 那 須 　 　 弘  さ ん 白　水
岡 本 　 孝 弘  さ ん 頭　地 岩 本 　 員 功  さ ん 宮　園
髙 田 　 拓 一  さ ん 頭　地 尾 方 藤 茂 子  さ ん 宮　園
田 中 日 支 郎  さ ん 頭　地 川 口 　 幸 男  さ ん 宮　園
田 山 　 　 宏  さ ん 頭　地 白 石 ス エ 子  さ ん 宮　園
續 山 　 仁 宏  さ ん 頭　地 鶴 﨑 　 　 實  さ ん 宮　園
那 須 美 智 代  さ ん 入　鴨 牧 野 ト ヨ 子  さ ん 八　重
西 村 サ ド エ  さ ん 梶　原 岩 田 　 春 子  さ ん 平　野
嶽 本 　 一 幸  さ ん 白　蔵 土 屋 　 久 典  さ ん 高　野
土 屋 　 時 江  さ ん 白　水 鴦 山 　 安 子  さ ん 下平瀬
那 須 　 謙 一  さ ん 白　水 樅 木 　 弘 人  さ ん 上平瀬

氏　　名 地　区 氏　　名 地　区
吉 松 ハ ル 子  さ ん 瀬　目 牧 野 　 袈 八  さ ん 八　重
山 口 ア ヤ 子  さ ん 頭　地 小 鶴 ハ ル 子  さ ん 西　谷
山 口 　 禮 子  さ ん 頭　地 谷 村 コ エ シ  さ ん 西　谷
嶽 本 キ ク エ  さ ん 下梶原 土 屋 　 　 林  さ ん 内谷日添
黒 木 　 英 明  さ ん 宮　園

氏　　　名 年　齢 地　区

吉 松 ナ ミ エ  さ ん １０３歳 頭　地

医療従事者及びその家族に対する
誹謗中傷について（お願い）

Itsuki VillageNews
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Itsuki VillageNews村からのお知らせ

日付 曜日 医療機関 電話番号 小児科医療機関 電話番号

4 日 日
横山医院 42-2123

公立多良木病院小児科 42-2560
ほずみ皮膚科医院 26-5300

11 日 日
仁田畑クリニック 42-1123

人吉医療センター小児科 22-2191
小川整形外科 38-3455

18 日 日
増田耳鼻咽喉科クリニック 45-8001

やまむら小児科・内科 45-0005
脳神経外科小林クリニック 38-5670

25 日 日
東病院 45-5711

増田クリニック小児科 22-3570
緒方医院 35-0131

日付 曜日 医療機関 電話番号 薬　局 電話番号

4 日 日

みのだ内科循環器科 28-3111 さくら調剤薬局西間店 22-8850

三浦整形外科医院 22-3401

公立多良木病院小児科 42-2560
ファーコス薬局多良木いちご 42-6888

山口薬局 42-2123

11 日 日

外山内科 22-2003 にのまち薬局 23-6933

吉村皮ふ科医院 22-7555 ミユキ薬局インター店 22-7472

人吉医療センター小児科 22-2191 さくら調剤薬局医療センター前店 32-9657

18 日 日

人吉リハビリテーション病院 24-6111 あけぼの薬局 22-1180

みのる診療所 24-7258 翠薬局 28-3961

やまむら小児科・内科 45-0005 エスエス堂きりん本町薬局 45-6330

25 日 日

あいだ診療所 25-1651

愛甲産婦人科 22-4020 まえだ薬局 23-2987

増田クリニック小児科 22-3570 五日町薬局 23-6228

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

Itsuki VillageNews
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Itsuki VillageNews
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10月の球磨郡の休日当番医

10月の人吉市の休日当番医

当番医が変更となっている場合がありますので、必ず電話で確認して受診してください。

当番医が変更となっている場合がありますので、必ず電話で確認して受診してください。

診療所担当医師予定表
Itsuki VillageNews

01
Itsuki VillageNews

03
（TEL：37−2008　IP：2008）10月 ※都合により担当医師が変更となる場合もあります。

7 月末国保被保険者数 １人あたり保険者負担額（月額） 前月比

242 人 34,244 円 ＋27.90％
今月の医療費は先月に比べ大幅に増加しています。全体的に増加傾向にありますが、特に入院費が
大きく増加しており、入院費の増減が医療費の増減に直結しているような状態です。
長期入院や複数回の手術とならないように、早期治療に努めてください。
気温が下がってきています。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、健康管理に努めてください。

件数 保険者（五木村）負担額 前月比 前月増減

入　　院 5 4,417,590 円 ＋33.88％ 1,739,560

外　　来 231 2,932,928 円 ＋4.16％ 104,721

調　　剤 101 789,109 円 ＋9.91％ 98,143

食事・生活療養費 5 136,900 円 ＋11.80％ 23,268

その他療養費 4 10,573 円 ＋21.92％ 2,644

合　　計 346 8,287,100 円 ＋22.24％ 1,968,336

令和2年7月診療分

Itsuki VillageNews

04国民健康保険医療費の状況

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

日 月 火 水 木 金 土

1 2
（総合診療科） 
佐藤

（総合診療科） 
田浦

（総合診療科） 
佐藤

★（総合診療科） 
公立多良木病院Dr

（総合診療科） 
佐藤

（糖尿病・代謝・内分泌内科） 
大礒

（総合診療科） 
佐藤

★（総合診療科） 
公立多良木病院Dr

（総合診療科） 
佐藤

（総合診療科） 
田浦

（総合診療科） 
佐藤

★（総合診療科） 
公立多良木病院Dr

（総合診療科） 
佐藤

（糖尿病・代謝・内分泌内科） 
大礒

（総合診療科） 
佐藤

★（総合診療科） 
公立多良木病院Dr

（総合診療科） 
佐藤

（総合診療科） 
田浦

23 242221201918

27 29 3028 312625

9 108

1

54 76

2 3

16 171511 141312

〈診療所を受診される方へ〉 待ち時間を少なくするため、予約受付を行っています。医師は、患者搬送のために
救急車に同乗したり、往診の為不在の場合があります。受診される場合は、必ず予約してお越しください。

★公立多良木病院より先生が来られます。
人吉医療センター〔予約センター〕月曜日～金曜日・午前 9 時～午後 5 時

【予約時】TEL：22−1900　　【救急時】TEL：22−2191
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Itsuki VillageNews村からのお知らせ

　一部負担金の免除要件に該当する方（※１）は、医療機関等の受診の際に窓口負担の支払いが不
要となります。次の書類を五木村役場保健福祉課の担当窓口に提出してください。
　① 令和２年７月豪雨に係る一部負担金免除申請書
　② 被災したことを証明する書類（申請書の裏面をご覧ください）
　③ 被保険者証　

※ 一部負担金の免除要件に該当する方（※１）で、すでに一部負担金を支払われた方は申請を
行うことにより、支払った額の還付を受けることができます。次の書類を五木村役場保健
福祉課の担当窓口に提出してください。

　① 一部負担金還付申請書
　② 受診保険医療機関等明細書
　③ 医療機関等で一部負担金を支払った領収書
　④ 被災したことを証明する書類（り災証明書等）
　⑤ 被保険者証
　⑥ ご本人名義の金融機関口座情報がわかるもの

※１［要件］（１）及び（２）のいずれにも該当する方
　⑴ 災害救助法適用市町村(※２)に住所を有する熊本県後期高齢者医療及び国民健康保険の被

保険者
　⑵①～⑤のいずれかに該当する方
　　①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
　　②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
　　③主たる生計維持者の行方が不明である方
　　④主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
　　⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

※２【災害救助法適用市町村】

八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨
郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨
郡球磨村、球磨郡あさぎり町、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、
玉名郡長洲町、玉名郡和水町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町

　　【他の都道府県に住所を移された方】
　　　現在お住まいの都道府県では、免除要件が異なっています。
　　　詳しくは、現在お住まいの市区町村へご確認ください。

Itsuki VillageNews
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令和２年７月豪雨災害に伴う
後期高齢者医療保険料の減免について

令和２年７月豪雨災害に係る後期高齢者医療及び
国民健康保険一部負担金の免除申請等について

Itsuki VillageNews
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　以下の要件に該当される場合は、熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例
第１９条第７項の規定に基づき、後期高齢者医療保険料の減免を受けられます。

① 五木村に基準日（７月４日）時点で住所を有し、令和２年７月豪雨災害により、主たる生計維持
者が居住する住宅に損害を受けた世帯に属する被保険者

⇒　罹災証明書の損害程度により対象保険料を免除

② 対象市町村に基準日時点で住所を有し、令和２年７月豪雨災害により世帯の主たる生計維持者
が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯に属する被保険者

⇒　対象保険料の全部を免除

③ 対象市町村に基準日時点で住所を有し、令和２年７月豪雨災害により世帯の主たる生計維持者
の行方が不明である世帯に属する被保険者

⇒　対象保険料の全部を免除

④ 対象市町村に基準日時点で住所を有し、令和２年７月豪雨災害により世帯の主たる生計維持者
の収入減少が見込まれ、次の(１)～(３)の全てに該当する世帯に属する被保険者

⇒　対象保険料の一部を免除
　世帯の主たる生計維持者について
　　⑴ 事業収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和元年に比べて１０分

の３以上減少する見込みであること
　　⑵前年の所得の合計額が１，０００万円以下であること
　　⑶ 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が４００万円以下であ

ること

⑤対象市町村に基準日時点で住所を有し、令和２年７月豪雨災害により行方が不明である被保険者
⇒　対象保険料の全部を免除

【対象となる保険料】
　 　令和２年度分保険料であって、基準日から令和３年３月３１日までの間に普通徴収の納期限

を迎えるもの。
　（特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支給日があるもの。）

損　害　程　度 減免割合
全　　壊 対象保険料の全部を免除

半壊（大規模半壊を含む） 対象保険料の２分の１を免除
床　上　浸　水

※上記に該当する場合を除く 対象保険料の２分の１を免除

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

【問合せ先①】後期高齢者医療保険に関するお問い合わせ
　＊熊本県後期高齢者医療広域連合
　　〒862-0911　熊本市東区健軍2丁目4番10号　熊本県市町村自治会館2階
　　TEL：096-288-6050　　FAX：096-368-6577

【問合せ先②】後期高齢者医療保険及び国民健康保険に関するお問い合わせ
　＊五木村役場　保健福祉課　TEL： 37-2214　（IP：2214）
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Itsuki VillageNews村からのお知らせ

○保険料の減免の対象となる方
　①令和２年７月豪雨により、その居住する住宅に損害を受けた第一号被保険者

　② 令和２年７月豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者が死
亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者　　　　　　　　⇒対象保険料の全部を免除
　

　③ 令和２年７月豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の行
方が不明となった第一号被保険者　　　　　　　　　　　　　　⇒対象保険料の全部を免除
　

　④ 令和２年７月豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の事
業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入（以下「事業収入等」という。）の減少が見込まれ、
次のⅰ及びⅱに該当する第一号被保険者　　　　　　　　　　　⇒対象保険料の一部を免除
　

【要件】　ⅰ  事業収入等のいずれかの減少額が令和元年に比べて１０分の３以上減少する見込
みであること

　　　　  ⅱ  減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額
が４００万円以下であること

　今年も10月～ 11月にかけて村内各地でインフルエンザと成人肺炎球菌の予防接種を行いま
す。今年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、予防接種法に基づく65歳以上の方の接種
料金を無料としています。
　接種を受けて重症化の予防と健康管理に努めましょう。詳細は、配布しているチラシをご覧く
ださい。
　
＜インフルエンザ予防接種＞
接種料金　　一般：1 , 0 0 0 円　　6 5 歳以上： 無料
　　
＜成人肺炎球菌予防接種＞
接種料金：5 0 0 円
対象者：今までに接種を受けたことがない65 歳・70 歳・75 歳・80 歳・85 歳・90 歳・95 歳・100 歳
になる方{令和2年度末が基準}

損　害　程　度 軽減又は免除の割合
全　　壊 全　　部

半壊・大規模半壊 ２分の１
床　下　浸　水

※上記に該当する場合を除く
２分の１を超えない範囲で

市町村が決定した額

 保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）お問い合わせ先

Itsuki VillageNews
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Itsuki VillageNews

1 0

令和２年７月豪雨災害に伴う
介護保険料の第一号保険料の減免について

インフルエンザと
成人肺炎球菌予防接種を行います

Itsuki VillageNews

1 1 八代年金事務所・年金出張相談（10月）
　年金相談は予約制となっております。予約なしで来訪されると対応できない場合もありま

すので、必ず予約をしてください。

▶ 離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とす
ることができます。

▶ 離婚後2年以内 に手続を行っていただく必要があるので、お早めに、お近くの年金
事務所または街角の年金相談センターまでご相談ください。

　 ※ 年金分割割合を定める調停等の長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停等の成立日から6ヶ月以
内※であれば手続き可能です。　※調停等の成立日が令和2年8月2日以前の場合は1ヶ月以内

✓ サラリーマン等が加入する厚生年金は、給与等の報酬の額に応じて保険料を納付し、報酬額の記録に応じて厚
生年金が支払われます。

✓ 離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額の記録が分
割されることになり、年金額をお二人で分割できます。

【例：サラリーマンの妻である専業主婦であった方の場合（厚生年金）】

※いずれの場合も、原則として離婚後2件以内に手続を行うことが必要です。
①合意分割
　✓お二人からの請求により、年金を分割できます。
　✓年金分割の割合は、お二人の合意、または、裁判手続によって決定されます。
②3号分割
　✓ サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者※であった方からの請求により、年金

を分割できます。
　✓年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
　✓平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。
　　 ※厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方

離婚時の年金分割制度のお知らせ

離婚時の年金分割のイメージ

年金分割の方法（2 種類）

報酬額の記録

年金事務所や年金相談センターの所在地は以下のホームページをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

〔  報酬額の記録なし  〕

夫

妻

報酬額の記録

報酬額の記録

➡報酬額に応じた年金額を支給

➡厚生年金は支給されず

➡分割された年金額を支給

➡分割された年金額を支給

離婚前 離婚後

分割

場　所 期　日 相談時間

人吉市東西コミュニティセンター   5日（月）・12日（月）・19日（月）
26日（月） 午前９時30分～午後５時

錦町社会福祉協議会（温泉センター）   7日（水）・21日（水）
午前９時～午後５時

多良木町役場 14日（水）・28日（水）

【予約先】　八代年金事務所　お客様相談室　
　　　　　☎０９６５－３５－６１２３　自動音声①→②
※その他不明な点は　五木村役場　住民税務課　☎３７－２２１３　まで

※
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Itsuki VillageNews村からのお知らせ

　医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすだけで、健
康保険証として利用できます。
※ 申し込みには、マイナンバーカードの取得及び事前の登録が必要です。申し込みや設定などは、

役場、もしくはご自身のパソコンやスマートフォンでも行うことができます。詳しくはお問い
合わせください。

今後の流れ……

 ○現在 
　・マイナポータルで、利用申込受付中！

 ○２０２１年３月（予定）から 
　・医療機関・薬局などで、順次マイナンバーカードの健康保険証利用が可能に
　・マイナポータルで、順次特定健診情報の閲覧が可能に

 ○２０２１年１０月（予定）から 
　・マイナポータルで、薬剤情報・医療費情報の閲覧が可能に

 ○２０２１年分所得税の確定申告（予定）から 
　・ 確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費情報を

自動入力することが可能に

※ マイナンバーカードの健康保険証利用には、ＩＣチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機
関や薬局の受付窓口でマイナンバー（１２桁の数字）を取り扱うことはありません。また、ご自
身の診療情報がマイナンバーと紐付くことはありません。

※現在の保険証が利用できなくなるわけではありません。

Itsuki VillageNews

1 2
マイナンバーカードを健康保険証として
利用するための手続が始まりました！

マイナンバーカードの取得について　住民税務課　TEL：37－2213
健康保険証・各種医療制度について　保健福祉課　TEL：37－2214　（IP：2214）

お問い合わせ先

いいことその1
就職・転職・引越をしても
健康保険証としてずっと
使える！
※ 医療保険者への加入

の届出は引き続き必
要です。

いいことその2
あなたが同意をすれば、
初めての医療機関等で
も、今までに使った正確
な薬の情報が医師等と共
有できる！

いいことその3

マイナポータルで自身
の特定健診情報や薬剤
情報・医療費情報が見ら
れる！

いいことその4

マイナポータルを通じた
医療費情報の自動入力
で、確定申告の医療費控
除がカンタンに！

いいことその5

限度額適用認定証がなく
ても高額療養費制度にお
ける限度額以上の支払が
免除される！

どんないいことがあるの？
いつから使えるの？

マイナンバー総合フリーダイヤル　０１２０-９５-０
マ

１
イ

７
ナン

８
バー

音声ガイダンスに従って「４→２」の順にお進みください。
受付時間（年末年始を除く）平日：９時３０分～１８時３０分

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

健康保険証利用申込のお問い合わせ

申込方法は特設ページでも確認できます！

マイナンバーカードの
申請はお早めに！
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INFORMATION Itsuki VillageNews村からのお知らせ
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た
。

○�

近
隣
間
の
騒
音
に
悩
ま
さ
れ
て

い
る
。

【
場
所
】

熊
本
途
方
法
務
局
人
吉
支
局

人
吉
市
寺
町
２
番
地
２

【
相
談
日
】月
曜
日
～
金
曜
日

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
祝
日
及
び
年
末
年
始
は
除
く
。

１　

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

（
全
国
共
通
人
権
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
）

☎
０
５
７
０-

０
０
３-

１
１
０

　

差
別
や
虐
待
、パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
等
、様
々
な
人
権
問
題
に
つ
い

て
の
相
談
を
受
け
付
け
る
相
談
電
話

で
す
。
電
話
は
、お
か
け
に
な
っ
た

場
所
の
最
寄
り
の
法
務
局
に
つ
な
が

り
、相
談
は
、法
務
局
職
員
又
は
人
権

擁
護
委
員
が
お
受
け
し
ま
す
。
一
人

で
悩
ま
ず
、ぜ
ひ
私
た
ち
に
電
話
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。

２　

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
１
２
０-

０
０
７-

１
１
０

　

子
ど
も
の
人
権
問
題
は
、周
囲
の
目

に
付
き
に
く
い
と
こ
ろ
で
多
く
起
こ
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、被
害
者
で
あ
る
子

ど
も
自
身
も
、そ
の
被
害
を
外
部
に
訴

え
る
だ
け
の
力
が
ま
だ
備
わ
っ
て
い
な

か
っ
た
り
、身
近
な
人
に
話
し
に
く
い
と

い
っ
た
り
し
た
状
況
等
か
ら
、重
大
な

結
果
に
至
っ
て
初
め
て
気
付
く
と
い
う

例
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

子
ど
も
が
発
す
る
信
号
を
い
ち
早
く
つ

か
み
、そ
の
解
決
に
導
く
た
め
の
電
話

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

３　

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
０
５
７
０-

０
７
０-

８
１
０

　

近
時
、女
性
を
め
ぐ
る
人
権
問
題
は
、

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
を
始
め

と
す
る
女
性
に
対
す
る
暴
力
、セ
ク
シ
ュ

ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等

が
社
会
的
に
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

そ
こ
で
、法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関

で
は
、女
性
の
人
権
に
関
わ
る
問
題
を

専
門
に
扱
う「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
」を
全
国
の
法
務
局
、地
方
法
務
局

の
本
局
に
設
置
し
て
、女
性
の
人
権
問

題
を
い
ち
早
く
つ
か
み
、そ
の
解
決
に
導

く
た
め
の
電
話
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

４　

�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
人
権
相
談
受

付
窓
口

�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
人
権
相
談���

検
索

https://w
w
w
.jinken.go.jp/

　

法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
で
は
、イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
人
権
相
談
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

　

相
談
フ
ォ
ー
ム
に
必
要
事
項
を
入
力

し
て
送
信
し
て
い
た
だ
く
と
、あ
な
た
の

住
所
を
管
轄
す
る
法
務
局・地
方
法
務

局
に
相
談
に
関
す
る
情
報
が
送
信
さ
れ
、

後
日
、メ
ー
ル
、電
話
又
は
面
談
に
よ
り

回
答
し
ま
す
。
一人
で
悩
ま
ず
、ぜ
ひ
私

た
ち
に
電
話
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

●
人
権
擁
護
委
員

　

人
権
擁
護
委
員
は
、法
務
大
臣
が
委

嘱
し
た
民
間
の
人
た
ち
で
、人
権
意
識

の
普
及
や
人
権
の
擁
護
を
主
な
目
的
に

全
国
に
配
置
さ
れ
、本
協
議
会
で
は
36

人〔
令
和
２
年（
２
０
２
０
年
）４
月
１

日
現
在
〕の
方
々
が
人
吉
市・球
磨
郡
内

全
域
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
の
活
動

　

•�

法
務
局
・
市
役
所
な
ど
で
の
人
権

相
談

　

•�

小
学
校
な
ど
で
の
人
権
教
室
や

人
権
の
花
運
動

　

•�

高
齢
者
施
設
や
企
業
に
対
す
る

啓
発
活
動

　

•�

子
ど
も
の
人
権
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ミ
ニ
レ

タ
ー
へ
の
返
事　

な
ど

※�

人
権
擁
護
委
員
の
活
動（
相
談
や

啓
発
）
に
つ
い
て
は
、
法
務
局
人

権
擁
護
課（
☎
０
９
６-

３
６
４

-

２
１
４
５
）、法
務
局
人
吉
支
局

（
☎
２
２-

３
３
９
３
）へ
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

 

お
知
ら
せ

令
和
2
年
7
月
豪
雨
に
よ
る
県

税
の
申
告
期
限
な
ど
の
延
長
及

び
減
免
な
ど

人
吉
准
看
護
学
院 

「
生
徒
募
集
」

法
務
局
で
の
人
権
相
談
窓
口
に

つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す

㆖

Itsuki VillageNews

1 3マイナポイントの申し込みが始まっています！
マイナンバーカードでマイナポイント２５㌫もらえる

　マイナポイント事業に対応しているキャッシュレス決済サービスを利用して、２万円のチャー
ジか買い物をすると一人当たり上限５，０００円のマイナポイントがもらえます。マイナポイン
トは、ご利用のキャッシュレス決済のポイントとして買い物などに利用できます。
※ 申し込みには、マイナンバーカードの取得とマイキーＩＤ設定が必要です。申し込みや設定な

どは、役場、もしくはご自身のパソコンやスマートフォンでも行うことができます。詳しくはお
問い合わせください。

④
チャージなどに対して
マイナポイントが付与（９月～）
キャッシュレス決済サービスにチャージ
などをすることで、マイナポイントがも
らえる

②
マイナポイントの予約
マイナポイントアプリをダウンロードし
て、指示に従って操作するだけ

①
マイナンバーカード取得
持っていない人は今すぐ申請を！

③
利用先を選択してマイナポイントを
申し込む（７月～）
マイナポイント申込ページにログイン
し、利用するキャッシュレス決済サービ
スを選択し申し込む

⑤
マイナポイント分を利用して
買い物（９月～）
取得したマイナポイントはいつもの買い
物で利用可能

～マイナポイント利用までの流れ～

マイキーＩＤ・マイナポイントについて　総務課　TEL：37-2211　（IP：2211）
マイナンバーカードについて　住民税務課　TEL：37-2213

お問い合わせ先
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INFORMATION

自
衛
官
候
補
生

⑴　

募
集
期
間

　

�　

通
年
を
通
じ
て
、募
集
し
て

い
ま
す
。

⑵　

試
験
日
・
場
所

　

�　

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力
本
部

人
吉
地
域
事
務
所
に
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

⑶　

試
験
内
容

　

�　

筆
記
試
験
、口
述
試
験
、適
性

検
査
、身
体
検
査

⑷　

受
験
資
格

　

�　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

（
32
歳
の
者
は
、採
用
予
定
月
の

１
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
に
達

す
る
日
の
翌
月
の
末
日
現
在
、

33
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
）

▼
お
問
合
わ
せ
先

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力
本
部
人
吉

地
域
事
務
所

〒
８
６
８-

０
０
０
８

人
吉
市
中
青
井
町
３
２
０-

１
３

☎（
Ｆ
Ａ
Ｘ
）２
２-

４
７
０
４

相
談
機
関

○
熊
本
県
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

　
（
Ｄ
Ｖ
相
談
専
用
電
話
）

☎
０
９
６-

３
８
１-

７
１
１
０

（
８
：
30
～
22
：
00
、土
日
祝
は
９
：

00
～
）

○
熊
本
県
警
察
本
部

　
（
警
察
安
全
相
談
室
）

♯
９
１
１
０　

ま
た
は

☎
０
９
６-

３
８
３-

９
１
１
０

※�

最
寄
り
の
警
察
署
や
交
番
等
で

も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

○
熊
本
県
男
女
共
同
参
画
相
談
室

　

ら
い
ふ

☎
０
９
６-

３
３
３-

２
６
６
６

（
土
曜
日
は
☎
０
９
６-

３
５
５-

２
２
２
３
）

（
水
、日
曜
日
除
く
９
：
30
～
16
：
00
）

（
火
曜
日
は
～
19
：
30
ま
で
）

○
Ｄ
Ｖ
相
談
＋（
プ
ラ
ス
）

　
（
内
閣
府
）

☎�

０
１
２
０-

２
７
９-

８
８
９

（
24
時
間
）

▼
お
問
合
わ
せ
先

熊
本
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
６-

３
５
５-

１
１
８
７

【
パソ
コ
ン
基
礎
科（
八
代
教
室
）】

受
講
対
象
：
身
体（
聴
覚
、上
肢
、

下
肢
、内
部
）、精
神
、発
達
、難
病
、

高
次
脳

※
知
的
は
要
相
談

定　

員
：
10
名

内　

容
：
Ｏ
Ａ
基
本
操
作
、ワ
ー
ド
、

エ
ク
セ
ル
３
級
の
試
験
対
策
、就
職

後
役
立
つ
実
務
文
書
作
成
、ビ
ジ
ネ

ス
マ
ナ
ー
を
習
得
し
ま
す
。

募
集
期
間
：
10
月
12
日
㈪
～
11
月

30
日
㈪

訓
練
期
間
：
令
和
３
年

１
月
６
日
㈬
～
３
月
25
日
㈭

経　

費
：
テ
キ
ス
ト
代

６
，２
２
２
円（
税
込
）程
度

訓
練
場
所
：
八
代
市
横
手
町

１
６
３
４-
１
和
幸
ビ
ル
１
Ｆ

１
０
２
号

Ｐ
Ｃ
ク
リ
エ
イ
ト
八
代
教
室

▼
お
問
合
わ
せ
先

お
近
く
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま
た
は

熊
本
県
立
高
等
技
術
専
門
学
校

☎
０
９
６-

２
９
７-

９
９
１
５

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
受
講
生
募
集
案

内
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。「
熊
本

県
立
高
等
学
校
技
術
専
門
校
」で

検
索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

■
内　

容
：
み
な
さ
ん
の
心
配
事

や
不
安
に
寄
り
添
い「
働
き
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
を
応
援
し
て
い
ま

す
。
無
料
に
て
実
施
し
て
い
ま
す

の
で
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

■
対　

象
：
15
歳
か
ら
49
歳
ま
で

の
求
職
中
の
方
、ま
た
は
そ
の
ご

家
族
の
方

■
費　

用
：
無
料

■
そ
の
他
：
日
曜
・
月
曜
・
祝
日
は

定
休
日
で
す

▼
お
問
合
わ
せ
先

若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

や
つ
し
ろ

☎
０
９
６
５-

３
７-

８
７
３
９

メ
ー
ル

w
a
k
a
sa
p
o
.y
a
tu
sh
iro
@

kirari-co.info

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感

染
防
止
の
た
め
、状
況
に
よ
っ
て

は
、来
所
時
の
マ
ス
ク
の
着
用
、当

日
の
検
温
チ
ェッ
ク
、氏
名
、連
絡

先
を
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。
ま

た
来
所
制
限
が
か
か
る
場
合
が

ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
場
合
は
お

電
話
、ビ
デ
オ
通
話
に
て
ご
相
談

い
た
だ
け
ま
す
。

　

熊
本
県
労
働
委
員
会
は
、解
雇

や
労
働
条
件
の
変
更
な
ど
、労
働

者
と
事
業
主
と
の
間
に
起
き
た
ト

ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、自
主
的
な
解

決
が
難
し
い
場
合
に
、３
名
の
委

員
が
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
を
お

手
伝
い
す
る「
あ
っ
せ
ん
」を
行
っ

て
い
ま
す
。
手
続
き
は
簡
単
で
、

費
用
は
無
料
で
す
。
労
働
者
の
方

は
正
社
員
で
あ
る
か
否
か
に
か
か

わ
ら
ず
利
用
可
能
で
、事
業
主
の

方
も
利
用
で
き
る
制
度
で
す
。

　
「
話
し
合
い
が
進
ま
な
い
」「
早

く
解
決
し
た
い
」そ
ん
な
悩
み
を

お
持
ち
の
労
働
者
・
事
業
主
の
方

は
、ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

▼
お
問
合
わ
せ
先

熊
本
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
０
９
６-

３
３
３-

２
７
５
３

自
衛
官
等
の
募
集
期
間
つ
い
て

令
和
2
年
7
月
豪
雨
災
害
に
よ

り
、
避
難
生
活
や
生
活
再
建
へ
の

不
安
に
加
え
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
感
染
リ
ス
ク
な

ど
の
様
々
な
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
、

Ｄ
Ｖ
な
ど
の
発
生
リ
ス
ク
が
高

ま
り
ま
す
。
～
ひ
と
り
で
抱
え

込
ま
ず
、ま
ず
は
相
談
を
～

障
が
い
の
あ
る
方
を
対
象
と
し
た

職
業
訓
練
生
の
募
集

働
く
こ
と
や
将
来
の
就
職
に
悩
み

を
抱
え
て
い
る
皆
さ
ん
と
そ
の
ご

家
族
の
方
へ

労
使
紛
争
の
解
決
に「
あ
っ
せ
ん
」

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
・し尿汲み取り

11 12 13 14 15 16 17
・�特設行政相談　　
（宮園憩いの家）

・�特設行政相談　　
（南地区集会室）

・�行政相談

18 19 20 21 22 23 24
・し尿汲み取り

25 26 27 28 29 30 31
・�北地区健康づくり
グラウンド・ゴルフ
大会

主な行事等の詳細は五木村ホームページまで！
http://www.vill.itsuki.lg.jp

10月 の行事予定 自然が奏でる子守唄の里 五木村

人
の
動
き
（
8
月
末
現
在
）

戸
籍
の
窓
口

転入 転出 出生 死亡

男 7 3 0 1

女 2 2 0 0

計 9 5 0 1
（増減 ＋3）

人　口 1,042人
世帯数 492世帯

8月 20日～ 9月 17 日　届出分

　紅葉の季節が近づいてきました。毎年紅葉
の撮影に行くと、時期が早過ぎたり遅すぎた
りとタイミングよく撮影ができていないの
で、今年はいい写真が撮影できればと思いま
す。お住まいの地区の紅葉が見ごろを迎えま
したら、ご連絡いただけると幸いです。また
撮影した写真はSNSやホームページに掲載
しますので、是非ご覧ください。

（颯樹）

編集後記

【ご成婚】
8月25日
滑石 和行さん （下谷）
岩城 奈美紀さん （下谷）

【おくやみ】
9月10日
西村 幸子さん （77歳）西谷
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発
行

日
／

令
和

２
年

10
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8
月
24
日
に
五
木
村
産「
く
ね
ぶ
」の
果
汁
を
使
用
し
た

ソ
フ
ト
キ
ャ
ン
デ
ィ「
ぷ
っ
ち
ょ　

幻
の
み
か
ん
」の
発
売

報
告
会
が
県
庁
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

発
売
報
告
会
の
様
子
は
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
も
紹
介
さ

れ
、リ
モ
ー
ト
出
席
し
た
Ｕ
Ｈ
Ａ
味
覚
糖（
大
阪
市
）の
山

田
社
長
か
ら
は「
五
木
村
の
素
晴
ら
し
さ
も
伝
え
て
い
け

れ
ば
」と
の
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

　

本
商
品
は
、9
月
2
日
か
ら
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
な
ど
で
販

売
が
開
始
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

五
木
村
、そ
し

て
在
来
柑
橘「
く

ね
ぶ
」を
全
国
に

ア
ピ
ー
ル
で
き
る

い
い
き
っ
か
け
と

な
り
ま
し
た
。

　

８
月
26
日
・
27
日
の
２
日
間
五
木
中
学
校
か

ら
永
井
愛
海
さ
ん（
２
年
生
）、8
月
26
日
・
27

日
・
28
日
の
3
日
間
人
吉
高
校
五
木
分
校
か
ら

中
村
遊
平
さ
ん

（
２
年
生
）が
職

場
体
験
学
習（
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

学
習
）
に
来
ら

れ
、水
道
施
設
の

確
認
や
会
議
へ
の

参
加
、区
長
会
資

料
の
作
成
等
を

体
験
し
ま
し
た
。

五木村公式
ライン
五木村の防災や
行政、観光、移住
に関するさまざ
まな情報を発信
します。

五木村公式
インスタグラム
五木村の見どこ
ろ、イベント、景
色などを紹介し
ます。

五木村公式
ツイッター
五木村の様々な
イベント情報を
発信します。

五木村公式
フェイスブック
五木村の最新情
報を発信します。

９
月
２
日
か
ら
全
国
販
売

「
ぷ
っ
ち
ょ　
幻
の
み
か
ん
」

発
売
報
告
会

五
木
中
学
校
・
人
吉
高
校
五
木
分
校

の
生
徒
が
職
場
体
験
・
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
学
習
を
行
い
ま
し
た

　今月の表紙は保・
小・中・高合同大運動
会の1枚です。
　当日は天候にも恵
まれ、素晴らしい運動
会になりました。

今月の表紙

事務作業を行う永井さん

塩素濃度測定作業を行う中村さん


